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阿
蘇
地
域
振
興
局
臨
時
職

員
募
集 

無
料
・
日
曜
遺
言
公
証
法

律
相
談 

検
察
審
査
会
に
つ
い
て 

　
阿
蘇
地
域
振
興
局
で
は
、
臨
時

職
員
（
事
務
補
助
）
の
採
用
試
験

を
実
施
し
ま
す
。 

採
用
予
定
人
数
 

　
25
人
程
度
 

申
込
受
付
期
間
 

　
1
月
4
日
（
金
）
〜
1
月
25
日
（
金
） 

試
験
日
 

　
2
月
9
日
（
土
） 

試
験
場
所
 

　
阿
蘇
地
域
振
興
局
2
階
大
会
議
室
 

申
込
書
等
配
布
・
問
い
合
わ
せ
先
 

　
阿
蘇
地
域
振
興
局
総
務
振
興
課
 

　
�
2
2
‐
1
1
1
0
 

　
県
で
は
、
熊
本
の
さ
ま
ざ
ま
な

魅
力
や
県
政
の
話
題
、
知
事
の
定

例
記
者
会
見
な
ど
の
動
画
を
県
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
配
信
し
て
い

ま
す
。 

　
お
菓
子
や
ラ
ー
メ
ン
に
よ
る
町

お
こ
し
や
、
郷
土
芸
能
を
大
切
に

守
り
伝
え
る
様
子
な
ど
、
県
内
各

地
で
生
き
生
き
と
し
て
い
る
皆
さ

ん
の
様
子
を
お
楽
し
み
い
た
だ
け

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

　
な
お
、
県
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
放

送
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
デ
ザ
イ
ン

及
び
ペ
ー
ジ
制
作
は
、
阿
蘇
テ
レ

ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
が
行
い
ま
し
た
。 

問
い
合
わ
せ
先
 

　
熊
本
県
広
報
課
 

　
�
0
9
6
‐
3
3
3
‐
2
0
2
7
 

　
県
庁
に
お
け
る
旅
券
申
請
受
付
・

交
付
の
窓
口
開
設
時
間
が
30
分
延

長
と
な
り
、
日
曜
に
つ
い
て
も
交

付
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。
な
お
、

旅
券
の
交
付
は
申
請
日
か
ら
約
1

週
間
後
で
す
。 

　
ま
た
、
阿
蘇
地
域
振
興
局
に
お

い
て
は
、
従
来
ど
お
り
の
窓
口
開

設
時
間
で
、
旅
券
の
交
付
は
申
請

日
か
ら
約
2
週
間
後
で
す
。 

申
請
受
付
・
交
付
日
時
 

　
月
曜
〜
金
曜
　
9
時
〜
17
時
 

日
曜
に
お
け
る
交
付
 

　
9
時
〜
12
時
・
13
時
〜
17
時
 

　
※
延
長
交
付
は
廃
止
し
ま
す
。 

問
い
合
わ
せ
先
 

　
熊
本
県
国
際
課
旅
券
セ
ン
タ
ー
 

　
�
0
9
6
‐
3
3
3
‐
2
1
6
0
 

    相
談
日
 

　
1
月
20
日
（
日
） 

　
2
月
3
日
（
日
）・
17
日
（
日
） 

　
3
月
2
日
（
日
）・
16
日
（
日
） 

相
談
時
間
 

　
9
時
〜
17
時
30
分
 

　
※
1
組
約
50
分
 

相
談
場
所
 

　
日
田
公
証
役
場
 

　
日
田
市
田
島
2
‐
1
‐
20
 

　
第
2
光
ビ
ル
2
階
 

相
談
内
容
 

遺
言
の
ほ
か
、
相
続
、
高
齢
者

等
の
財
産
管
理
、
土
地
・
建
物

の
賃
貸
借
・
売
買
、
金
銭
貸
借
、

離
婚
、
尊
厳
死
宣
言
、
会
社
定

款
な
ど
も
相
談
に
応
じ
ま
す
。 

※
予
約
が
必
要
で
す
。
平
日
、
電

　
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

予
約
・
問
い
合
わ
せ
先
 

　
日
田
公
証
役
場
 

　
�
0
9
7
3
‐
2
4
‐
6
7
5
1
 

 

   　
検
察
審
査
会
と
は
、
検
察
官
が

被
疑
者
を
裁
判
に
か
け
な
か
っ
た

こ
と
（
不
起
訴
処
分
）
の
良
し
悪

し
を
審
査
す
る
こ
と
を
主
な
仕
事

と
す
る
と
こ
ろ
で
、
選
挙
権
を
有

す
る
国
民
の
中
か
ら
く
じ
で
選
ば

れ
た
11
人
の
検
察
審
査
員
に
よ
っ

て
組
織
さ
れ
ま
す
。 

　
検
察
審
査
会
で
審
査
を
し
た
結
果
、

更
に
詳
し
く
捜
査
す
べ
き
で
あ
る
（
起

訴
相
当
）
と
い
う
議
決
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、
検
察
官
は
こ
の
議
決

を
参
考
に
し
て
事
件
を
再
検
討
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

　
検
察
審
査
会
は
、
刑
事
司
法
に

国
民
の
健
全
な
良
識
を
反
映
さ
せ

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、

数
多
く
の
方
が
検
察
審
査
員
と
し

て
活
動
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　
交
通
事
故
、
詐
欺
、
脅
し
な
ど

の
犯
罪
被
害
に
遭
っ
た
が
、
検
察

官
が
そ
の
事
件
を
起
訴
し
て
く
れ
ず
、

納
得
で
き
な
い
な
ど
の
不
満
を
お

持
ち
の
方
は
、
遠
慮
な
く
ご
相
談

く
だ
さ
い
。 

問
い
合
わ
せ
先
 

　
熊
本
検
察
審
査
会
事
務
局
 

　
�
0
9
6
‐
3
2
5
‐
2
1
2
1

県
庁
旅
券
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
の
窓
口
開
設
時
間
の

変
更
に
つ
い
て 

熊
本
県
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

放
送
局
（
K
I
B
S
）
に

つ
い
て 

20歳がスタート！国民年金 
　日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人（学生を含む）は、国民年金に加入することとなっています。
20歳になった時、厚生年金など他の公的年金に加入している場合を除き、すべての人は国民年金に加入しな
ければなりません。 
　国民年金の加入手続きをすると、社会保険庁から年金手帳、納付書等が送られてきますので、納付書や口
座振替で保険料を納付することとなります。 
　なお、所得が低く保険料の納付が困難な場合は、30歳未満の人を対象とした「若年者納付猶予制度」、学生
には「学生納付特例制度」といった、納付を一時的に猶予する制度がありますので、ご相談ください。 
 
 
 
 
 
 
 
〔問い合わせ先〕市民環境課戸籍年金係　TEL 22－3135

　平成20年度において、阿蘇市で行われる建設工事、測量・建設コンサルタント等業務、物品の製造・修

理・購入及び各種業務委託（建設工事関係を除く）に係る入札に参加を希望される方について、次のとお

り「競争入札参加資格審査申請書」の追加受付を実施します。 

　なお、本申請は追加受付となりますので、平成19年度に申請をされている方は申請の必要はありません。 

受付期間　2月1日（金）～2月15日（金）9時～16時　※但し、土日・祝日は除く。 

受付場所　阿蘇市役所財政課管財係 

受付業種　建設工事、測量・建設コンサルタント等、物品・業務委託（建設工事関係を除く。） 

提出方法　持参または郵送（期間内必着） 

有効期間　平成20年4月1日（火）～平成21年3月31日（火） 

提出書類　①提出書類の詳細は、財政課又は阿蘇市ホームページでご 

　　　　　　確認ください。 

　　　　　②様式は全て阿蘇市指定様式です。他の様式は使用できま 

　　　　　　せんのでご注意ください。（一部任意様式可。） 

　　　　　③書類順にA4ファイルに綴じて提出して下さい。（金属・ 

　　　　　　ホッチキス不可） 

　　　　　④A4ファイルの表紙及び背表紙に「平成20年度阿蘇市競 

　　　　　　争入札参加資格審査申請書」及び社名を明記してください。 

そ の 他　様式は阿蘇市役所財政課で配布するほか、阿蘇市ホームページの「ビジネス雇用・経済」　　

　　　　　欄よりダウンロードできます。 

　　　　　郵送による提出の際は、返信用封筒又はハガキを同封してください。 

 

〔問い合わせ先〕財政課管財係　TEL 22－3204 

Ｑ．年金手帳が送られてきましたが、どんなときに必要になるのですか？ 

Ａ．年金手帳は年金に関する手続きやお問い合わせ、年金を請求するとき及び就職や転職などのときに

　　も必要になります。加入する年金制度（国民年金、厚生年金、共済組合）が変わっても一生変わら

　　ず使用しますので、大切に保管しましょう。 
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多重債務問題は必ず解決できます！ 

　訪問販売、電話勧誘販売、サラ金・クレジットの
多重債務問題などの消費生活に関するトラブルをお
受けします。 
※ご相談の際は、事前にお電話ください。 

阿蘇市消費生活相談室　℡22－3364

お電話ください！ 


